
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１次火災事故 

（１）経緯 

平成１１年 

１１月 ２日  三重県ＲＤＦ焼却・発電施設整備事業公開募集要領の発表及び資料配付 

        企業庁が、三重県ＲＤＦ焼却・発電施設整備事業提案審査委員会を設置 

平成１２年 

  １月     技術提案書の提出締め切り、９社が技術提案書を企業庁に提出 

２月２３日  ２次審査対象者として３社（㈱荏原製作所、富士電機㈱、石川島播磨重工㈱・㈱

東芝・西松建設㈱ＪＶ）を選定 

 ２月２５日  ２次審査対象者（３社）を順位付け、富士電機㈱を受注予定者に選定 

 ５月 ９日  富士電機㈱がＲＤＦ貯蔵システムの変更を申し入れ（サークルフィーダー方式サ

イロ４基→アトラス方式サイロ１基）、企業庁が了承 

 ９月１４日  富士電機㈱と「三重県ＲＤＦ焼却・発電施設整備事業」の仮契約締結 

１０月１０日  富士電機㈱との契約が本契約に移行（県議会の議決） 

平成１３年 

  ３月２２日  企業庁から三重県に対し、一般廃棄物処理施設設置許可申請書を提出 

  ８月２８日  三重県から企業庁に対し、一般廃棄物処理施設設置許可書を交付 

 ９月 １日  現地工事（杭打工事）着工 

  平成１４年 

   １１月１８日  富士電機㈱と「三重ごみ固形燃料発電所管理運営業務委託契約」を締結 

１２月 １日  三重ごみ固形燃料発電所稼働 

   １２月 ７日  富士電機㈱から企業庁に対し、ＲＤＦ搬入量の調整依頼文書を提出 

   １２月１０日  企業庁が、ＲＤＦ搬入量の調整依頼に対し、ＲＤＦ製造抑制を市町村に要請する

ことは困難である旨等を文書回答 

           上記回答に対し、富士電機㈱は、更にＲＤＦ搬入量の調整依頼文書を提出 

           現場作業員が、ＲＤＦ貯蔵槽の上部ベントから水蒸気（湯気）を確認 

   １２月１２日  企業庁から富士電機㈱に対し、ＲＤＦ受入・焼却計画表（案）を提出 

   １２月１８日  現場作業員が、ＲＤＦ貯蔵槽の底部コンベアから水蒸気（湯気）ないし煙を確認 

   １２月１９日  富士電機㈱が発電所の予防規程を制定 

   １２月２３日  ＲＤＦ貯蔵槽底部の払出しコンベア付近で煙を発見、エスケープ下部で炎を視認 

           貯蔵槽の払出しコンベアによる払出し及び貯蔵槽へのＲＤＦ受け入れを停止 

           発熱しているＲＤＦを掻き出し散水、払出しコンベアを使用した抜き出しを開始 

           富士電機㈱は桑名市消防本部に出動要請をすることなく自衛消防で対応 

   １２月２４日  払出しコンベアを使用したＲＤＦ排出を継続、貯蔵槽に窒素・二酸化炭素を注入 

           ＲＤＦ抜き出しを中止し、センターコーン及び外部垂直壁に開口して注水を開始 

１２月２５日  貯蔵槽下部の温度（１２か所）を測定し、注水効果の高い所に注水作業を実施 

多度町関係者から企業庁に対し、汚水の原因究明、恒久対策、早急処理を申入れ 

   １２月２６日  県桑名環境グループから企業庁・富士電機㈱に対し、汚水の地下浸透・雨水調整

池への流入の防止、野積みＲＤＦの飛散・流出の防止、水質検査の実施等を要請 

 

 

   １２月２７日  濡れたＲＤＦの抜き出し作業を開始したところ、貯蔵槽下部の表面温度が上昇し

たため、排出作業を中止、貯蔵槽内奥部まで注水、鎮火を確認できず 

           企業庁から桑名広域清掃組合に対し、ＲＤＦの性状改善を申入れ 

   １２月２９日  コンベア上にＲＤＦの燃えがらによるブリッジを確認、ＲＤＦの排出が困難に 

   １２月３０日  炭化したＲＤＦが濡れてブリッジとなり、コンベアでの排出が困難に 

           注水による消火作業と鎮火状況確認の繰り返し（平成１５年１月１２日まで） 

１２月３１日  貯蔵槽内にＲＤＦを補給せず、一旦貯蔵槽を空にするとの方針を立てる 

  平成１５年 

    １月 ６日  県桑名環境グループから企業庁に対し、汚水の排水管理、臭気防止剤の散布、水

質検査の実施、浸透性のないアスファルト上へのＲＤＦの移動等を指示 

    １月 ８日  富士電機㈱から企業庁に対し、発熱原因仮報告書を提出 

           【原因】固形化が不十分なＲＤＦの蓄積や比較的高温なＲＤＦの投入により発酵

が生じ、温度が上昇して約２００℃以上に達し、自己発熱反応が急激に

促進され自然発火 

           【対策】カルシウム添加により安定した・発酵しないＲＤＦの供給、貯蔵槽内で

の長期間貯蔵を行わない運転計画、貯蔵槽の安全対策の実施 

    １月 ９日  県生活環境部長から企業庁長に対し、雨水調整池に流入しているＲＤＦ浸出廃水

の管理、野積みＲＤＦの飛散流出の防止、防臭対策等を求める勧告文書を提出 

           運営協議会担当者会議でＲＤＦ化市町村に対し、ＲＤＦの性状改善徹底を申入れ 

    １月１１日  企業庁から富士電機㈱に対し、適切な汚水対策等を求める指示文書を提出 

    １月１２日  消火用ドライアイスの投入を開始 

    １月１５日  健全なＲＤＦ抜き出し作業を開始 

    １月１７日  企業庁から富士電機に対し、三重ごみ固形燃料発電所の運営について文書を提出

し、発電所の運営管理に全社をあげて万全の取組をするよう要請 

１月１９日  濡れたＲＤＦ抜き出し作業を開始 

１月２４日  要請を受け、富士電機から企業庁に対し、問題の改善・改良を行うための発電所

の全停止、ＲＤＦ性状の確保等を求める文書回答 

１月２７日  竹本倉庫へのＲＤＦ搬入を開始 

富士電機㈱から企業庁に対し、緊急貯蔵設備の建設、供給ＲＤＦの温度低減、安

定したＲＤＦの供給等を求める現状の問題点と今後の対応に関する書面を提出 

１月３０日  霞倉庫へのＲＤＦ搬入を開始 

    ２月 ３日  富士電機㈱から企業庁に対し、発熱原因最終報告書を提出 

           【原因】固形化が不十分なフラフ状ＲＤＦの蓄積・発酵、混入したプラスチック

類・金属の酸化促進による発熱、紙類の酸化脱水素反応による発熱、高

温ＲＤＦの投入等により発熱が進行し、ＲＤＦの温度が２００℃以上に

達して自己発熱反応が急激に促進され自然発火 

           【対策】ＲＤＦの性状改善（長期間保存可能、発酵しない、固形化された）、温

度計測管理によりＲＤＦを短期間に排出・焼却する管理・運営、搬入停

止したＲＤＦを一時貯蔵する施設の追加建設 

    ２月 ８日  貯蔵槽からのＲＤＦの抜き出しを完了、第１次火災事故の鎮火 

ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故等の主な経緯及び損害賠償請求訴訟の主要な争点に関する裁判所の判断 
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  （２）主要な争点に関する裁判所の判断 

  ア 火災事故の発生機序 

    桑名広域清掃事業組合で製造されたＲＤＦの性状は、①成形性に問題があり発酵や酸化反応が進

行しやすいものが少なからず混じっており、②１０％をやや超える含水率の高いＲＤＦも混じる場

合があり、③温度は製造施設の選別冷却機出口において最大４０℃程度、発電所に搬入される時点

で最大３０℃程度であった。その他の製造施設のＲＤＦについても、成形性の悪いものが混じって

いたが、含水率の高さは指摘されておらず、温度もトラックで搬送される中で冷却されるために外

気温との差はさほどなかった。 

アトラス方式サイロである貯蔵槽の機構上、投入順に払出しがなされずにＲＤＦが滞留する事態

が生じており、火災事故発生時に貯蔵槽内に存在していた２０００t強のＲＤＦは、最大で２か月弱

の貯留期間が生じていた。 

この貯留期間中に、ＲＤＦが外気の持ち込み水分を直接吸湿し、あるいは外気やＲＤＦの持ち込

み水分による結露や水分移動によって、ＲＤＦの表層部及び側壁に近い部分において水分が局所的

に集中してＲＤＦの含水率が増加する傾向にあった。そして、表層部等で水分を増加させたＲＤＦ

が、排出と搬入が繰り返される中で徐々に中心部に動いていき、あるいは重力の影響や毛細管現象

などにより、堆積した滞留部分の下部の層に水分が次第に浸透していった。 

最大で２か月弱にわたる貯留期間に、圧密等により形状が崩れて表面積が増加したＲＤＦについ

て、滞留部分の内部で含水率が高い状況が醸成され、発酵により発生する炭酸ガスと消石灰の反応

の進行によるｐＨの低下とが相まって、発酵を進行させ、断熱性の高いＲＤＦが堆積されて保管さ

れていたことにより、蓄熱で温度が上昇し、酸化発熱が活発化して熱暴走し、発火に至った。 

  イ 双方の債務不履行責任 

    第１次火災事故の発生と被害の拡大は、富士電機㈱及び三重県の各債務不履行によって生じた。 

（ア）富士電機㈱の債務不履行（ＲＤＦ貯蔵槽の設計施工） 

①投入順に払出しがなされる先入れ先出しの排出機構でなく、ＲＤＦの滞留を招いたこと 

②結露の発生を抑制する効果を有する強制換気装置が貯蔵槽に設置されていないなど、結露等によ

る水分増加の防止対策が十分でなかったこと 

③貯蔵槽に設置されていた防災設備は、消防法等の公法上の要請を満たすための最低限度の内容に

すぎず、甚だ貧弱なものであったこと 

  （イ）富士電機㈱の債務不履行（発電所の管理運営） 

①貯蔵槽内で生じた異常の発生の確認が遅れて、これに対する措置を怠ったこと 

②汚水対策を施さないまま消火活動を実施したために、ＲＤＦに触れた汚水を周囲の調整池に流出

させたこと 

（ウ）企業庁の債務不履行 

①性状（成形性・含水率）が不良で、品質基準を満たさないＲＤＦを搬入したこと 

②発電所の稼働開始当初、富士電機㈱からの搬入量調整の要請に適切に対応することなく、処理量

を上回るＲＤＦを搬入し続けて貯蔵量を増加させたこと 

ウ 過失割合 

第１次火災事故の発生・被害の拡大には、双方の債務不履行が寄与しているが、富士電機㈱によ

るＲＤＦ貯蔵槽の設計施工の債務不履行と、企業庁によるＲＤＦの品質管理義務違反は、いずれも

事故の主たる原因としてその発生に直接的に寄与したものである。双方の過失内容等を総合的に勘

案すると、基本的な過失割合は、富士電機㈱：三重県＝５５：４５とするのが相当である。 
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２ 第２次火災・爆発事故 

（１）経緯 

  平成１５年 

   ２月１４日  運営協議会管理者会議でＲＤＦ化市町村に対し、更なるＲＤＦ性状の改善を要請 

   ２月１６日  力尾地区住民説明会を実施、無排水施設と説明されていた発電所から汚水が排水さ

れたことについて住民から非難の声あり 

２月１８日  鈴鹿倉庫へのＲＤＦ搬入を開始 

       貯蔵槽のセンターコーン及びエスケープ部の１８箇所に温度センサーを設置 

２月２１日  富士電機㈱から企業庁に対し、貯蔵槽の運用に関する基準案を説明 

       ・ＲＤＦの貯槽残量を６００～７００ｔで管理 

       ・温度６０℃以上が３日続いた場合、貯槽内管理容量を４００～５００ｔに変更 

       ・温度が８０℃以上となった場合、貯蔵槽内のＲＤＦを全量搬出 

       ・定期点検時は貯蔵槽を空にする 

       ・当面は桑名広域組合で製造されたＲＤＦを貯蔵槽に受け入れない 

２月２６日  桑名広域組合以外のＲＤＦ化市町村から搬入されたＲＤＦの貯蔵槽受け入れを再開 

３月 １日  発電所における発電を再開 

３月 ４日～５月１５日 延べ６回にわたり、ＲＤＦ化市町村に対し、ＲＤＦ性状改善を文書要請 

３月１５日  鈴鹿倉庫において、ＲＤＦ積み替え作業中の現場作業員が、重機横転により死亡 

３月３１日  富士電機㈱から企業庁に対し、「試運転におけるトラブルについて」を提出 

発電所施設の完成引渡しの履行期限を、平成１６年３月３１日まで再延長 

４月１１日  外部倉庫におけるＲＤＦの搬入計画を確認（その時点で、霞倉庫に約３００ｔ、竹

本倉庫に約８００ｔ、鈴鹿倉庫に約１７００ｔのＲＤＦを保有） 

４月２１日  桑名広域組合から搬入されたＲＤＦの貯蔵槽受け入れを再開 

       貯蔵槽のセンターコーン及びエスケープ部の６箇所で、測定限界値を３００ｐｐｍ

とする携帯型のガス検知器によるＣＯ濃度の測定を開始 

５月１４日  センターコーン及びエスケープ部のＣＯ濃度は０が続いていたため、貯蔵槽の頂部

のみの測定に変更 

５月１６日  企業庁から富士電機㈱に対し、貯蔵槽の構造上ＲＤＦが排出されないスペース（デ

ッドスペース）の処理について、具体案を提示するよう指示 

６月 ９日  貯蔵槽を空にして清掃を行うためにＲＤＦの取り出しを続けていたが、デッドスペ

ース等のＲＤＦを除去することができず、貯蔵槽内部の壁面に沿って約３～４ｍの

高さ、約１００～１５０ｔのＲＤＦを残したまま貯蔵槽への受け入れを再開 

６月１３日～７月１２日 貯蔵槽のＲＤＦ貯蔵量が１０００ｔを超過（富士電機㈱が定めた運用基

準案による管理量である７００ｔを上回る状態） 

７月 ２日  鈴鹿倉庫のＲＤＦについて、貯蔵槽への搬入を開始 

７月 ７日  貯蔵槽頂部の酸素濃度が１７．９％を記録（外気酸素濃度より約３％低い） 

７月１２日  貯蔵槽センターコーン部の測定温度が４５．２℃を記録、７月１６日に４１．４℃

を記録した以降一貫した上昇傾向 

７月１７日  貯蔵槽頂部のＣＯ濃度が測定限界値の３００ｐｐｍを超過 

７月１９日  鈴鹿倉庫において、ＲＤＦから発煙 

７月２０日  鈴鹿倉庫において発煙・発火、鈴鹿市消防署に出動を依頼し、放水等により鎮火 

        

 

 

７月２０日  ＲＤＦ貯蔵槽頂部から煙の流出を確認 

７月２１日  貯蔵槽へのＲＤＦの受け入れを停止 

７月２３日  コンベア付近ブリッジのためＲＤＦの排出ができない状態、ブリッジ破壊作業実施 

７月２７日  貯蔵槽内での発火を確認、貯蔵槽頂部からの発煙を確認、エスケープ部に煙が充満

してＲＤＦの抜き出し作業が不可能に 

７月２８日  貯蔵槽上部から大量の発煙を確認 

７月３０日  貯蔵槽内エスケープ部のＣＯ濃度３００ｐｐｍ超、貯蔵槽内部の作業が不可能に 

７月３１日  貯蔵槽内の温度１８１℃、ＣＯ濃度３００ｐｐｍ超、貯蔵槽内部の作業は不可能 

８月 １日  ブリッジ発生のためＲＤＦの抜き出しが困難な状況 

８月 ３日  ＲＤＦ処分先の廃棄物処理施設が休みのため、排出作業は未実施 

８月 ４日  廃棄物処理施設までの産業廃棄物運搬車が手配できず、排出作業は未実施 

８月 ５日  強固なブリッジにより抜き出し作業不可能に、火元に向け水道水高圧ポンプで注水 

       三重県議会議員が発電所を視察 

８月 ８日～９日 台風接近のため、消火作業を中断 

８月１０日～１３日 注水作業を継続 

８月１１日  三重県知事が発電所を視察 

８月１４日 3:05 消火作業中に熱風が発生し、熱せられたＲＤＦが作業員４名を直撃し、負傷 

         エスケープ部温度センサーは測定限界値の４００℃超を記録 

      4:45 桑名市消防本部に出動を要請、4:56 消防職員による消火活動開始 

     18:00 消防職員から、貯蔵槽頂部からの注水は二次災害の危険があるとの発言あり 

     19:00 消防職員引き揚げ、20:30 消防に再度出動要請、20:50 消防職員による放水 

     23:30 消防職員引き揚げ、富士電機㈱が放水を継続 

８月１５日  桑名市消防署から富士電機㈱に対し、二次災害の防止について厳重注意 

８月１６日  富士電機㈱から桑名市消防本部職員に対し、経緯及び現状について説明 

８月１８日  富士電機㈱と桑名市消防本部が、今後の消火作業方法について協議 

       消防職員が、貯蔵槽頂部からの注水を開始 

８月１９日 9:40 貯蔵槽頂部からホース２本で注水、13:40 貯蔵槽頂部からホース４本で注水 

     13:00 新たな注水口とするため、貯蔵槽側壁をガスバーナーで溶断するよう消防が指示 

14:17 溶断中に白いガスが噴出して爆発、爆発で天蓋が吹き飛び天蓋上で作業中の消防

職員２名が死亡、作業員１名負傷 

       三重県が「災害対策本部」及び「ごみ固形燃料発電所事故調査専門委員会」を設置 

８月２２日  三重県知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の派遣を要請 

８月２２日～１１月７日 三重県健康福祉部及び病院事業庁が、臨時の健康相談所を開設 

８月２５日  三重県議会が「ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員会」を設置 

       消防庁が「ごみ固形燃料等関係施設の安全対策調査検討会」を設置 

９月 １日  三重県が「ごみ固形燃料貯蔵槽事故対策本部」を設置 

９月 ２日  三重県警が家宅捜索を開始（県環境部、企業庁、桑名市消防本部、富士電機） 

       環境省が「ごみ固形燃料適正管理検討会」を設置 

９月 ５日  経済産業省が「ごみ固形燃料発電所事故調査ワーキンググループ」を設置 

９月２７日  ＲＤＦ全量取出し完了、桑名市消防本部による「鎮火宣言」 
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（２）主要な争点に関する裁判所の判断 

ア 火災・爆発事故の発生機序 

桑名広域清掃事業組合で製造されたＲＤＦの性状は、①成形性に問題があったとも、②含水率が

１０％超のＲＤＦが製造されていたとも認められず、③温度は製造施設の選別冷却機出口において

最大４５℃程度、発電所に搬入される時点で最大４０℃程度であった。その他の製造施設のＲＤＦ

も、第１次火災事故当時に比べると、成形性の改善が図られていた。 

事故当時は、平成１５年６月上旬の清掃時に取り出せなかった約１００～１５０tのＲＤＦが残存

し、それらは最大５か月弱の、その余のＲＤＦについては最大１か月強の貯留期間が生じていた。 

当時は６～７月という高温多湿の時期であったことから、外気の持ち込み水分の影響が大きく、

発生する結露量も多かった。第１次火災事故と同様、滞留部分の内部で含水率の高い状況が醸成さ

れ、発酵発熱が活発になって、蓄熱により温度上昇し、酸化反応の進行を招いて自然発火した。 

鈴鹿倉庫に約５か月間にわたって保管され、発酵が進んでいたＲＤＦが投入されたことにより、

熱や細菌が移転することになって、貯蔵槽内のＲＤＦ全体の発酵の進行に大きく寄与した。 

そして、第２次火災事故の継続中に発生した可燃性ガスがＲＤＦ貯蔵槽に蓄積され、これに燃焼

中のＲＤＦの炎が引火して爆発事故に至った。 

イ 双方の債務不履行責任 

    第２次火災・爆発事故の発生と被害の拡大は、富士電機㈱及び三重県の各債務不履行によって生

じた。 

（ア）富士電機㈱の債務不履行（ＲＤＦ貯蔵槽の設計施工） 

    ①第１次火災事故後も、火災発生に対する散水設備や不活性ガスの注入装置は設置されず、設置さ

れた温度センサー及びＣＯ濃度計も効果が限定的で、再発防止のための万全の対策からは程遠い

ものであったこと 

  （イ）富士電機㈱の債務不履行（発電所の管理運営） 

①ＲＤＦ貯蔵設備の不備についての調査や、再発防止のための施設の改造等が不十分であったこと 

②貯蔵槽内のＲＤＦの温度管理など、立案した再発防止策が実効的なものとなっておらず、その再

発防止策も遵守していなかったこと 

③長期間にわたり保管されていた鈴鹿倉庫のＲＤＦを貯蔵槽に投入したこと 

④貯蔵槽内で生じた異常の発生の確認が遅れて、これに対する措置を怠ったこと 

（ウ）企業庁の債務不履行 

①ＲＤＦの貯蔵量が増加しすぎないように富士電機㈱に協力すべき義務に違反し、新たに設置した

ＲＤＦ保管設備（新倉庫）をＲＤＦの保管に適した構造にしなかった上、ＲＤＦの保管設備とし

て富士電機㈱に自由に利用させなかったこと（企業庁は否認） 

②８月６日に富士電機㈱から消防署への出動要請を求められた際に拒否したこと（企業庁は否認、

富士電機㈱が主張した７月２７日の出動要請拒否は認められなかった） 

③外部からの見学の際に富士電機㈱に消火活動をさせなかったこと 

ウ 過失割合 

第２次火災・爆発事故の発生・被害の拡大には、双方の債務不履行が寄与しているが、富士電機

㈱の債務不履行は、いずれも事故の主たる原因としてその発生に直接的に寄与したものであるのに

対し、企業庁の債務不履行は、事故の発生・拡大に寄与した程度はさほど大きくない。双方の過失

内容等を総合的に勘案すると、基本的な過失割合は、富士電機㈱：三重県＝８５：１５とするのが

相当である。 
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